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供用開始1年以内……4万円

供用開始2～3年以内…2万円

→→→→
拡充制度は適用対象外となります。

いいえいいえいいえいいえ
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＜申請時の注意点＞

　①新築等（増改築含む）、官公署や法人、その他事務所等は対象外となります。

　②工事の着手までに「排水設備設置工事資金助成申請書」の提出が必要です。

　③申請の年度末（3月末）までに、市の排水設備検査を受ける必要があります。

（注１）

＜問い合わせ＞

　〒311-3492　小美玉市小川４番地１１

　小美玉市役所　小川総合支所　都市建設部　下水道課　業務係

　電話　０２９９－４８－１１１１　（内線２１２１・２１２２）

従来制度・拡充制度いずれも適用対象外とな

ります。

以前に、この拡充制度による助成金の交付を

受けていない。

受益者負担金・分担金及び市税等に滞納は

ない。又は申請までに滞納を解消できる。

申請者は、排水設備工事に係る家屋の所有

者であり、居住者である。

↓↓↓↓　　　　はいはいはいはい

従来制度（小美玉市排水設備設置工事資金

拡充制度適用判定表拡充制度適用判定表拡充制度適用判定表拡充制度適用判定表（（（（H30H30H30H30年度年度年度年度～～～～H33H33H33H33年度年度年度年度））））

※※※※排水設備設置工事資金助成適用排水設備設置工事資金助成適用排水設備設置工事資金助成適用排水設備設置工事資金助成適用のののの可否可否可否可否についてについてについてについて確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。

供用開始から３年以内である。

従来制度は適用対象外。

原則、拡充制度も適用対象外となりますが、

平成２９年度までの供用開始地区については

対象となる場合があります。（注１参照）

申請日の属する年度当初（4月1日）において

18歳未満の者、又は当該年度末（3月31日）

で65歳以上となる者が世帯員にいる。

↓↓↓↓　　　　はいはいはいはい

↓↓↓↓　　　　はいはいはいはい

助成規則）が適用となります。

(4年目以降(4年目以降(4年目以降(4年目以降のののの要件要件要件要件をををを満満満満たすたすたすたす場合)場合)場合)場合)↓↓↓↓　　　　はいはいはいはい

供用開始4年目以降で対象となるには、下水道法第10条の特別の事情、第11条の3第3項の相当

の理由があると認められる場合に限られます。（平成30年度以降の供用開始地区を除く）

個別に事情を伺う必要がありますので、下水道課の窓口にご相談ください。

拡充制度拡充制度拡充制度拡充制度（（（（小美玉市排水設備設置工事資金助成交付要綱小美玉市排水設備設置工事資金助成交付要綱小美玉市排水設備設置工事資金助成交付要綱小美玉市排水設備設置工事資金助成交付要綱））））のののの適用対象適用対象適用対象適用対象ですですですです。。。。

↓↓↓↓　　　　はいはいはいはい

↓↓↓↓　　　　はいはいはいはい

世帯の課税対象所得の合計額が、334万円

以下である。（課税証明書・非課税証明書で

確認することになります。）


